
JP 2016-500759 A5 2016.5.26

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成28年5月26日(2016.5.26)

【公表番号】特表2016-500759(P2016-500759A)
【公表日】平成28年1月14日(2016.1.14)
【年通号数】公開・登録公報2016-003
【出願番号】特願2015-537690(P2015-537690)
【国際特許分類】
   Ｃ２３Ｃ  14/06     (2006.01)
   Ｂ２１Ｄ  37/20     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２３Ｃ   14/06     　　　Ｐ
   Ｂ２１Ｄ   37/20     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成28年3月25日(2016.3.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本開示は、ダイ等のような金属成形部材用の複合コーティングに関する。コーティング
は、金属加工部材の少なくとも成形表面上に配置され、かつ、ドーピング済み窒化クロム
セラミックの第１層を含む。窒化クロムは高硬度材料であるが、基本材料の柱状の性質に
より、高圧力条件下ではクラックが明らかとなり得る。本開示によれば、例えば１～１０
原子パーセントの範囲にある比較的少量のドーパント材料を包含させることにより、当該
材料にわたるクラックの形成及び／又は伝播が大幅に制限される。推測によって束縛され
ることを望むわけではないが、結晶マトリクスにおいてドーパント材料が窒化クロムを置
換する結果、クラックの伝播が防止されると考えられる。ドーパントの例は、単独で又は
組み合わせて使用されるＷ、Ｖ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｃｏ、Ｍｏ及びＴａを含むがこれらに限ら
れない。いくつかの例において、Ｗがドーパントとして用いられる。上述したように、置
換ドーピングと整合する１～１０原子パーセントのドーパントレベルを用いることができ
る。特定例では、ドーパントレベルは、３～７原子パーセントの範囲にあり、５原子パー
セントが１つの特定ドーパントレベルである。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
金属成形部材用の複合コーティングであって、
前記金属成形部材に配置された第１層と、
前記第１層の上に配置された第２層と
を含み、
前記第１層は、少なくとも一つのドーパントがドーピングされた窒化クロムを含み、
前記第２層は、低合金綱に当接させて測定された摩擦係数が０．２以下である潤滑性材料
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を含む複合コーティング。
【請求項２】
前記ドーパントはＷ、Ｖ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｃｏ、Ｍｏ及びＴａの一以上からなる群から選択
される請求項１の複合コーティング。
【請求項３】
前記ドーパントは１～１０原子パーセントの範囲で存在する請求項１又は２の複合コーテ
ィング。
【請求項４】
前記第１層の厚さは１～１０マイクロメートルの範囲にある請求項１～３いずれか一項の
複合コーティング。
【請求項５】
前記第１層の硬度は２～５ＫＨｖの範囲にある請求項１～４いずれか一項の複合コーティ
ング。
【請求項６】
前記第２層の厚さは０．５～５マイクロメートルの範囲にある請求項１～５いずれか一項
の複合コーティング。
【請求項７】
前記第２層は、窒化物、炭窒化物、酸化物、酸窒化物、炭素系コーティング、モリブデン
系固体潤滑膜コーティング、及びこれらの組み合わせの群から選択された少なくとも一つ
の材料を含む請求項１～６いずれか一項の複合コーティング。
【請求項８】
請求項１～７のいずれか一項に記載の複合コーティングを含む金属成形部材。
【請求項９】
金属成形部材をコーティングする方法であって、
請求項１～７のいずれか一項の複合コーティングを前記金属成形部材に適用することを含
む方法。
【請求項１０】
前記複合コーティングの前記層の少なくとも一つがプラズマ蒸着工程によって適用される
請求項９の方法。
【請求項１１】
先進高強度鋼の基体を成形する方法であって、
請求項８の金属成形部材を使用することを含む方法。
【請求項１２】
前記先進高強度鋼は、引張り強さが少なくとも７００ＭＰａである請求項１１の方法。
【請求項１３】
前記摩擦係数は０．１～０．１５の範囲にある請求項１に記載の複合コーティング。
【請求項１４】
前記ドーパントは３～７原子パーセントの範囲で存在する請求項３の複合コーティング。
【請求項１５】
前記ドーパントは５原子パーセントで存在する請求項１４の複合コーティング。
【請求項１６】
前記第１層の厚さは４～６マイクロメートルの範囲にある請求項４の複合コーティング。
【請求項１７】
前記第１層の硬度は３～４ＫＨｖの範囲にある請求項５の複合コーティング。
【請求項１８】
前記第１層の硬度は３．６～３．８ＫＨｖの範囲にある請求項１７の複合コーティング。
【請求項１９】
前記第２層の厚さは１．２マイクロメートルである請求項６の複合コーティング。
【請求項２０】
前記金属成形部材はダイである請求項８に記載の金属成形部材。



(3) JP 2016-500759 A5 2016.5.26

【請求項２１】
前記引張り強さは少なくとも９００ＭＰａである請求項１２の方法。
【請求項２２】
前記引張り強さは少なくとも１０００ＭＰａである請求項２１の方法。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図５】

【手続補正４】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図６
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図６】
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